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第１章 総則

（趣旨）

第１条 この訓令は、航空関係法令、警察用航空機の運用等に関する規則（昭和３７年

国家公安委員会規則第３号。以下「規則」という。）及び航空機運用等に関する細則

（昭和４０年警察庁訓令第９号）に定めるもののほか、山梨県警察航空隊（以下「航

空隊」という。）の運営、配備された警察用航空機（以下「航空機」という。）の運

用等について必要な事項を定めるものとする。

（用語の定義）

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定め

るところによる。

(1) 航空業務 航空機の運用及び整備に関する業務をいう。

(2) 航空機等 航空機、航空用装備品、航空機に係る付属品及び部品並びに整備工具

の他の航空機の整備に必要な備品をいう。

(3) 航空基地 山梨県警察が設置した航空機の管理運用のための事務所、格納庫、駐

機場、誘導路、滑走路及びこれに付属する施設をいう。

(4) 航空従事者 航空法（昭和２７年法律第２３１号）第２条３項に規定する航空従

事者をいう。

(5) 警察無線局 生活安全部通信指令課、警察署、移動局（航空機搭載の無線局を含

む。）及び通信可能な全ての警察無線局をいう。

(6) 航空機事故 航空機による人の死傷、航空機の損傷その他航空機に係る事故をい

う。



（運用責任者）

第３条 山梨県警察本部に運用責任者を置き、警備部警備第二課長をもって充てる。

２ 運用責任者は、警察本部長（以下「本部長」という。）の指揮を受けて航空機の運

用、整備等について責任を負うものとする。

３ 運用責任者は、規則第４条第３項の規定により、警察庁長官が毎年度定める航空業

務計画策定指針に基づき、毎年度の航空業務計画（以下「業務計画」という。）を策

定し、本部長の承認を受けなければならない。

第２章 警察航空隊

（設置）

第４条 航空隊は、規則第６条の規定により、警備部警備第二課に置く。

２ 航空隊に隊長を置き、警察官をもって充てる。

（航空基地及び活動区域）

第５条 航空隊の航空基地は、西八代郡市川三郷町黒沢に設置する。

２ 航空隊の活動区域は、県内全域とする。

（任務）

第６条 航空隊は、航空機を運用することにより、災害その他の場合における警備実施

を行うほか、警ら、遭難者の捜索救助その他の警察業務の支援を行うことを任務とす

る。

（業務）

第７条 航空隊に、管理飛行班及び整備班を置き、各班の分掌事務は別表第１のとおり

とする。

（航空隊の活動）

第８条 航空隊の活動は、別表第２のとおりとする。

２ 航空機の運航は、原則として、操縦士２名による運航とする。

３ 航空機警らは、航空機の活動を必要とする警察事象の発生に即応できる体制の下に、

別表第３に定める警ら区域を巡航することにより、地域の実態を把握して、その実態

に即した次の活動を行うものとする。

(1) 地形、地物、地理、交通の状況、災害の発生状況その他の地域実態のうち、一つ

の事項の把握を主たる目的とした飛行活動

(2) 防犯、交通、災害の予防等の広報を主たる目的とした飛行活動

４ 航空隊勤務における待機は、通常、航空基地において、緊急な事態が発生した場合

に直ちに出動できる体制を保持しながら、航空機、無線機器その他の装備資機材の点

検整備及び書類の作成、整理等に当たるものとする。

５ 航空機の整備士は、操縦士と緊密な連携を保ちつつ、通常時は、航空機の整備及び

書類の作成、整理等に当たり、飛行時は１名以上が同乗し、各種機上作業を実施する



ものとする。

（勤務制）

第９条 航空隊員（以下「隊員」という。）の勤務は、山梨県警察職員の勤務時間等の

特例に関する訓令(平成３１年山梨県警察本部訓令第５号)によるものとする。

（航空隊長）

第１０条 航空隊長（以下「隊長」という。）は、業務計画に従って航空隊を運営し、

航空隊の職員の運用、指揮監督及び指導教養に当たるととも、次の各号に掲げる業務

を統括するものとする。

(1) 航空機の運航及びその安全に関すること。

(2) 航空機等の整備に関すること。

(3) 航空業務に関する教育訓練に関すること。

２ 隊長は、前条に規定する業務を実施するため、業務計画に基づき、次の各号に掲げ

る計画を策定しなければならない。

(1) 年間運航計画（様式第１号）

(2) 航空事故防止計画（様式第２号）

(3) 警察用航空機整備計画（様式第３号）

(4) 操縦士訓練計画（様式第４号）

(5) 月別運航計画（様式第５号）

３ 隊長は、航空隊の運営に当たっては、他の警察部門と緊密に連携させなければなら

ない。

（運航責任者）

第１１条 規則第９条に規定する運航責任者は、隊長が指定する航空従事者たる警察官

をもって指定するものとする。

２ 運航責任者に事故があるときは、隊長があらかじめ指定した者が、その職務を代行

する。

（安全担当者）

第１２条 規則第１０条に規定する安全担当者は、隊長が指定する航空従事者をもって

指定するものとする。

第３章 運用

（機長の指定）

第１３条 運航責任者は、航空機を運航するときは、その都度、当該航空機を操縦する

資格を有する者を機長に指定しなければならない。

２ 機長に指定しない操縦士又は航空従事者は、飛行中機長に事故があったときに機長

に代わってその職務を行うべき者とする。

（飛行計画の承認等）



第１４条 機長は、飛行計画を作成したときは、運航責任者の承認を受けなければなら

ない。

２ 機長は、飛行中の気象の急変、機体の変調等のため計画どおりの飛行が困難である

と認める場合のほか、みだりに承認を受けた飛行計画を変更してはならない。ただし、

飛行中に飛行計画を変更しようとする場合において、通信機の故障その他の理由によ

り連絡ができないときは、この限りでない。

３ 機長は、航空基地から航空機を出発させようとするときは、運航責任者の承認を受

けなければならない。

４ 前条及び前２項の場合において、運航責任者が不在であることその他の理由により

その職務を行うことができないときは、隊長があらかじめ指名する航空従事者がその

職務を代行することができる。

（機長の責任と権限）

第１５条 機長（機長に事故があるときは、機長に代わってその職務を行うべきものと

されている者。以下同じ。）は、航空機の飛行につき、全ての責めに任ずる。

２ 機長は、搭乗者に対し、飛行の安全上必要な指示を行うことができる。

３ 搭乗者は、航空機の飛行に関しては、機長を指揮してはならない。

（使用手続等）

第１６条 所属長は、航空機警ら又は特別活動による搭乗を必要とする場合は、航空機

使用（搭乗）申請書（甲）（様式第６号）を、使用日の７日前までに運用責任者を経

由して本部長に提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話その他適宜

な方法により申請することができる。

２ 本部長は、前項の規定による申請があつた場合は、その使用又は搭乗目的、飛行内

容、離着陸場、飛行時間等について審査の上適当と認めるときは、その使用又は搭乗

を承認するものとする。

３ 所属長は、航空機の使用を承認された範囲内において、その指揮監督の下に運用す

るものとする。

４ 前項の運用に当たっては、航空機の運航の安全と効率的使用のため、あらかじめ隊

長と必要な細部事項について連絡調整を行わなければならない。

（搭乗）

第１７条 搭乗者は、航空機に搭乗するに当たっては、機長に対して、警察手帳、身分

証明書等を提示し、その身分を明確にしてから搭乗するものとする。

２ 機長は、搭乗者が搭乗に際して遵守しなければならない事項について指導するとと

もに、当該業務の遂行上必要な事項について十分な打合わせを行わなければならない。

（搭乗者の遵守事項）

第１８条 搭乗者は、機長の指示に従うとともに、別表第４に定める「航空機搭乗者心



得」を遵守しなければならない。

（外部からの要請）

第１９条 本部長は、次条の規定による場合を除き、部外者から航空機使用又は搭乗の

申請があった場合は、その内容を第１６条第１項の規定に準じて審査し、当該申請が

警察目的に準ずるものであり、かつその使用又は搭乗が警察業務に支障を及ぼさない

と認めるときは、使用又は搭乗させることができる。

２ 前項に規定する申請は、航空機使用（搭乗）申請書（乙）（様式第７号）によりそ

の事務を主管する所属長（以下この条において「主管する所属長」という。）から運

用責任者を経由して本部長に対して行うものとする。

３ 第１６条（第１項ただし書及び第２項を除く。）の規定は、外部からの要請による

部外者の航空機の搭乗についてを準用する。

４ 第１６条第３項の規定は、外部からの要請による部外者の航空機使用について準用

する。この場合において、「所属長」とあるのは「主管する所属長」と読み替えるも

のとする。

（派遣要請）

第２０条 本部長は、他の都道府県公安委員会から航空機の派遣要請があった場合は、

山梨県公安委員会の承認を受け、航空機を派遣するものとする。

（航空従事者の心得）

第２１条 航空従事者は、常に関係法令の研究と技術の向上に努め、航空機の安全運航

の確保と航空業務の円滑な遂行に努めなければならない。

（臨時発着場）

第２２条 警察署長（以下「署長」という。）は、管轄区域内における航空機の使用を

考慮し、航空機の離着陸場として適当と認める場所（以下「臨時発着場」という。）

を選定し、隊長に通知するものとする。

２ 隊長は、前項の規定による通知に基づき必要な調査を行い、適当と認めるものにつ

いては航空法上の許可を受ける等所要の手続をとり、その結果を署長に通知するもの

とする。

（臨時発着場の安全措置）

第２３条 署長は、管轄区域内の臨時発着場が航空機の離着陸に使用される場合は、そ

の安全を確保するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 関係者以外の者の立入りを禁止すること。

(2) 風向き、風速等を上空から確認できるよう吹き流しを立てる等の措置を講ずるこ

と。

(3) 着陸地点を明らかにするため、着陸地点に石灰等を用いて直径５メートル以上、

線の幅１０ｃｍ以上の（(H)）の標示をすること。



(4) 着陸地点付近の地面が乾燥しているときは、砂じんの飛散を防止するために散水

を行うこと。

(5) 航空機の離着陸の際の吹きおろし風による着陸地点周辺の飛散物に対する処置を

行うこと。

(6) 駐機中の航空機、燃料等の警戒を行うこと。

(7) 不時の出火に備えて消火器を準備しておくこと。

(8) 連絡用として無線機を準備しておくこと。

（安全基準の遵守）

第２４条 航空従事者は、航空機の飛行及び整備に当たっては、飛行規程及び整備手順

書を遵守し、安全な運航に努めなければならない。

２ 航空関係法令等に基づく「飛行安全基準」は、別表第５のとおりとする。

（特殊な飛行の制限）

第２５条 隊長は、夜間飛行、水上飛行その他特殊な飛行を必要とするときは、その都

度運用責任者の承認を受けなければならない。ただし、救難、救護その他緊急を要す

る用務のため必要な場合で承認を受けるいとまのないときは、事後速やかに報告しな

ければならない。

（救急用具の装備）

第２６条 航空機の使用に当たっては、航空法施行規則（昭和２７年運輸省令第５６号。

以下「施行規則」という。）第１５０条に規定する救急用具のほか、飛行の目的に応

じて必要と認められる救急用具を装備しなければならない。

（通信連絡）

第２７条 機長は航空機の飛行に当たっては、航空基地及び警察無線局と密接な通信連

絡を行い、航空機の位置及び飛行の状態を明らかにするよう努めなければならない。

（事故発生時の機長の措置）

第２８条 機長は、飛行中において発動機の故障、気象の急変その他の理由により航空

機に危険が生ずるおそれがあると認めるときは、人命の安全を図るため必要な措置を

講ずるとともに、直ちに警察無線局等に緊急通信により事態の状況を連絡するよう努

めなければならない。

２ 機長は、不時着したときは、無線通信その他の方法により、次の各号に掲げる事項

を本部長に報告するとともに、最寄りの航空交通管制機関に通報しなければならない。

(1) 航空機の登録番号、名称及び機長名

(2) 事故発生の日時、場所及び当時の天候

(3) 乗員及び機体の状況

(4) 第三者に与えた損害の有無及び状況

(5) 前各号に定めるもののほか、必要と認められる事項



（警察無線局の措置）

第２９条 警察無線局は、前条に規定する緊急通信を受信したときは、直ちに受信内容

を本部長に報告しなければならない。

（救助活動）

第３０条 署長は、管轄区域内において航空機事故の発生を認知したときは、直ちに搭

乗者等の救助、事故現場の保存その他必要な措置を講ずるとともに、その状況を本部

長に報告しなければならない。

（事故調査委員会）

第３１条 本部長は、航空事故が発生したときは、事故調査委員会を設置し、事故原因

を明らかにするため必要な調査を行うものとする。

２ 事故調査委員会は、本部長が指名又は委託する委員をもって構成する。

第４章 整備

（飛行前後の整備）

第３２条 機長は、飛行の安全を図るため、飛行前に施行規則第１６４条の１５に規定

する事項について確認しなければならない。

２ 航空法第２４条に規定する航空整備士（以下「整備士」という。）は、飛行前に航

空機の機体、装備品、燃料、潤滑油、積載物等について点検整備を行い、飛行後は、

航空機の各部について点検整備を行わなければならない。

（点検整備）

第３３条 隊長は、規則第２１条の規定に基づき、航空機の点検整備を整備士に実施さ

せ、機能の保持に努めなければならない。

（定期検査の実施）

第３４条 運用責任者は、規則第２２条に規定する定期検査を行うものとする。

（整備実施基準）

第３５条 運用責任者は、航空機整備業務の確実かつ適正な実施を図り、航空機の安全

性を確保するため、整備実施基準を定めることができる。

第５章 雑則

（備付け簿冊）

第３６条 運用責任者は、航空機の運用等の状況を明らかにするため航空関係法令、規

則等に定めるもののほか必要な簿冊を備付けるものとする。

（業務日誌）

第３７条 隊員は、勤務日における勤務及び事件事故の取扱い等の活動状況その他所用

事項を、業務日誌（様式第８号）に記録しておかなければならない。

附 則

この訓令は、令和４年４月１日から施行する。



別表第１（第７条関係）



別表第２（第８条関係）



別表第３（第８条関係）



別表第４（第１８条関係）



別表第５（第２４条関係）



様式 省略


